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２ ＰＦＩ推進委員会報告
～真の意味の官民のパートナーシップ
（官民連携）実現に向けて～
とその具体的措置について
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ＰＦＩ推進委員会報告ＰＦＩ推進委員会報告の背景の背景

1. ＰＦＩ法附則第2条において、政府は少なくとも3年ごとに、同

法に基づく特定事業の実施状況について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。

２．このため、ＰＦＩ推進委員会では、総合部会において、計8回

にわたり、今後のＰＦＩのあるべき展開方法や、ＰＦＩを一層効
率的に活用するために、対応するべき課題について総合的
に検討し、平成19年11月15日にとりまとめ、公表。

３．この間、民間事業者、関係各省、地方公共団体からのヒア
リング、公共施設等の管理者等へのアンケート、国民各層
からの公開意見募集を行い、ＰＦＩに関する幅広いご意見、
ご要望を聴取。

ＰＦＩ推進委員会報告「～真の意味の官民のパートナーシップＰＦＩ推進委員会報告「～真の意味の官民のパートナーシップ
（官民連携）実現に向けて～」（平成（官民連携）実現に向けて～」（平成1919年年1111月月1515日）の概要日）の概要
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ＰＦＩ推進委員会報告の内容ＰＦＩ推進委員会報告の内容

民間事業者
実際の事業の進捗をみると、官民が対等な

立場にあるとは言い難いという強い不満

他の官民連携手法との
ノウハウの共有、活用

及び必要な調整の実施

補助金、税制等
の支援措置
のイコール
フッティング
の必要性

地球温暖化
防止への対応

重点的に検討し速やかに措置を講ずべき課題

（個別具体のプロセスごとの課題）

・「要求水準書の具体的作成のあり
方を示す指針」の作成

・「標準契約書モデル及びその解説」
の作成

・ガイドラインの改定、充実 等

（官民連携手法の調整等）

・関係省庁連絡協議会等
による検討、調整

・官民連携手法に関する
実務上の課題について
の実態把握 等

（地球温暖化防止への対応）

・要求水準書、審査基準にお
ける温暖化対策につき位置
付け

・光熱費の事業費算入による
ＬＣＣ、ＬＣＣＯ2の削減策の
検討 等

（補助金、税制等
の支援措置）

イコール
フッティングの
実現に向けて
の対応

公共施設等の管理者等
ＰＦＩは手間がかかり、使いやすい手法に

なっていないので、敬遠する動きあり

15の課題を整理、対応の方向性を提示

リスクの分析及びリスクマネジメントについて
の考え方の整理の必要性〈

課

題

〉

〈対
応
の
方
向
性
〉

個別具体のプロセスごとの課題

継続的に検討
すべき課題

1

2

6

543

7

8

・対等なパートナーシップの実現のための速やかな環境の整備
・標準化・ノウハウの共有により、より使いやすい制度に改善
・成果の現場への速やかな浸透

契約書等
の標準化
の推進

運営段階に
おける課題
に対する

適切な対応

より透明性が
高く民間の
創意工夫が

生かせる入札
プロセスの実現

要求水準
の明確化 ＰＦＩ

市場化テスト

指定管理者

ＶＦＭ評価について
の継続的検討

ファイナンスに
ついての検討

コンサルタントの
役割の更なる
向上の必要性

官民双方がノウハウ
の共有化をはかる
効率的な仕組みの

検討

プレーヤーの拡大
の必要性

ＰＦＩの市場の拡大
に向けた検討

災害対応その他
現下の政策課題
にかかわる検討

9

10

11

12

13

14

15

－真の意味の官民のパートナーシップ実現－
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１１ 個別具体のプロセスごとの課題個別具体のプロセスごとの課題

導入

可能性

調査

事
業
の
発
案

特
定
事
業
の
評
価
等

（
Ｖ
Ｆ
Ｍ
の
評
価
）

入
札
公
告

（
要
求
水
準
書
等
の
公
表
）

民
間
事
業
者
の

評
価
・
選
定
（
落
札
）

実
施
方
針
の
策
定
及
び
公
表

事
業
契
約
等

の
締
結
等

建
設
・
運
営
等

事
業
の
終
了

総
合
評
価

リスク分析及びリスクマネジメントについての考え方を具体的な指針として提示

入札前プロセス 入札プロセス
契約締結
プロセス

建設・運営
プロセス

要求水準の明確化

要求水準書作成のための指針

より透明性が高く
民間の創意工夫が生かせる

入札プロセスの実現

標準契約モデル及びその解説（案）

契約書等の
標準化の

推進

運営段階における
課題に対する
適切な対応
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１－１１－１ 要求水準の明確化要求水準の明確化

要求水準書の具体的な作成の
あり方を示す指針

プロセスのガイドライン

（１）要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性

（２）要求水準書の具体化、明確化、精緻化の必要性

（３）コストと要求水準書の内容（サービスの質）との関係を明確化
する必要性
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（１）（１） 要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性

事業計画の作成事業計画の作成

当該事業が必要であるか？当該事業が必要であるか？
不必要

プロジェクト中止プロジェクト中止

延期するか延期するか

延 期延 期

必要

優先順位の評価優先順位の評価

高い

公共負担額の算定公共負担額の算定

財政負担能力の
範囲内

プロジェクト実施の決断プロジェクト実施の決断

手法の検討（従来型かＰＦＩか等）

事業の見直し事業の見直し

財政負担能力の
範囲外

他の選択肢の検討他の選択肢の検討

財政負担能力の
範囲内

財政負担能力の
範囲外

○英国における判断プロセス
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○事業コンセプト書の具体化のプロセス

【段階】 【主な検討事項】 【アウトプット】

基本構想・基本計画

導入可能性調査

実施方針等の公表

•事業の目的、方針
•達成すべきアウトプット、アウトカム
•施設の概要
•提供するサービスの概要
•財政負担の見込みと財源 など

事業コンセプト書
・事業の目的、方針
・達成すべきアウトプット、アウトカム
・サービスの概要

•PFIコンセプトの検討・作成
•事業コンセプト及びPFIコンセプトから

要求水準を検討

要求水準書（骨子）
・PFIコンセプト
・要求水準

PFI事業化検討の前段階
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（２）（２） コストと要求水準書の内容（サービスの質）との関係を明確化する必要性コストと要求水準書の内容（サービスの質）との関係を明確化する必要性

手法の見直し

事業コンセプト書（骨子案）事業コンセプト書（骨子案）

要求水準書（素案）要求水準書（素案）

民間ヒアリング民間ヒアリング 公共案作成公共案作成民間ヒアリング民間ヒアリング 公共案作成公共案作成

PFI-LCC概算PFI-LCC概算 PSC概算PSC概算PFI-LCC概算PFI-LCC概算 PSC概算PSC概算

VFMがあるか

可
能
性
調
査
段
階

実施方針・要求水準書（案）の公表実施方針・要求水準書（案）の公表

民間との対話民間との対話 PSCの詰めPSCの詰め民間との対話民間との対話 PSCの詰めPSCの詰め

VFMの有無の最終確認

要求水準書の確定

実
施
方
針
の公
表
～
公
告
ま
で 予定価格の設定予定価格の設定

PFI-LCCは財政負担可能額の

範囲内か

NO

NO

手法の見直し

NO

NO

○要求水準に見合った予定価格の設定の考え方

推進委員会報告では、この他、可能な限り要求水準の明確化をはかった上で、上限拘束性のない参考
価格を提示する等を具体的な対応策として提示している。

ＰＳＣ、ＰＦＩ－ＬＣＣの詰め

可
能
性
調
査
段
階

実
施
方
針
の
公
表
～
公
告
ま
で
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（３）（３） 要求水準書作成指針の対象範囲要求水準書作成指針の対象範囲

３．現下のPFIの課題と今後の対応の方向性

３－２ 個別の課題

１）要求水準の明確

（１）要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性

（２）要求水準書の具体化、明確化、精緻化の必要性

（３）コストと要求水準書の内容（サービスの質）との関係を明確化する必要性

PFI推進委員会報告「真の意味の官民のパートナーシップ（官民連携）実現に向けて」（平成19年11月15日）

要求水準書
作成指針

アウトプット仕様

【モニタリング
実施要領書】

【
要
求
水
準
書
】

【事業契約書】
PFIコンセプト

【提
案
書
】

事業コンセプト

【事業計画書】【業
務
仕
様
書
】

【設
計
書
】

インプット仕様

本指針の対象範囲

公
募
段
階
で
発
注
者
が
提
示

選
定
時
に
民
間
が
提
出

選
定
後
に
民
間
が
作
成

【事業コンセプト書】
（要求水準書の添付書類）

【モニタリング基本計画書】

モニタリング指標、KPI

支払メカニズム
アウトプット仕様

【モニタリング
実施要領書】

【
要
求
水
準
書
】

【事業契約書】
PFIコンセプト

【提
案
書
】

事業コンセプト

【事業計画書】【業
務
仕
様
書
】

【設
計
書
】

インプット仕様

本指針の対象範囲

公
募
段
階
で
発
注
者
が
提
示

選
定
時
に
民
間
が
提
出

選
定
後
に
民
間
が
作
成

【事業コンセプト書】
（要求水準書の添付書類）

【モニタリング基本計画書】

モニタリング指標、KPI

支払メカニズム
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要求水準書作成指針骨子（案）の内容要求水準書作成指針骨子（案）の内容

要求水準書は、官の意図を明確に民に伝達し、あわせて民間の創意工夫を最大限に誘発するためのＰＦＩのプロセスにおいて、最も重要な文書。

Ⅰ．PFIのプロセスから見た要求水準書の位置づけ

Ⅱ．要求水準書に求められるもの

１．発注者が何を求めているか、民間の創意工夫を最大
限発揮されるよう誘導する形で示していくこと

２．このような創意工夫が発揮されたサービスの提供
について達成状況を明確に示していくこと

(3) インプット

仕様を参考
情報として添

付

(1)事業コンセプ

ト書の添付

(2)対話により

要求水準書を
明確化

(1)要求水準に数値

的基準等のを盛り込
む等、客観的な整理

(4)アフォーダ

ビリティに見
合った要求水

準

(2)モニタリングの指

標及び支払メカニズ
ムとの連動

(5) 要求水準

に即した予定
価格の設定

Ⅲ．要求水準書に関する諸課題と対応の方向性

(3)要求水準とモニタ

リングの指標、支払メ
カニズムの一体的な

検討

３．予定価格と要求水準の
不一致の解消

４．その他の課題１．発注者の意図の明確化 ２．要求水準の具体化、明確化、精緻化

(1) 事業コンセプト書の活用

(2) ＰＦＩコンセプトの検討

（１）要求水準の明確化 （２）達成すべき基準の明確化

(1) アウトプットに数値的な基

準を盛り込む等客観的に整理
する必要性

(2) インプット仕様の適切な活

用

(3) 公共側のサービス利用者

（ユーザー）の関与のあり方

(4) 官民のコミュニケーション

(1) 要求水準に対応したモニタリ

ング指標の設定

(2) 事業目的に合致したモニタリ

ング指標と支払メカニズムの連
動

(3) 組織品質等を評価する指標

の活用

(4) モニタリングの実効性を確保

するための調整

(1)価格と連動した要求水準

書の検討

(2) 価格情報の提示のあり

方

(1) 事業者選定後の

仕様と価格の確定

(2)優れた要求水準

作成ノウハウの蓄
積・継承

(3) 新規性の高い事

業分野における考え
方

Ⅳ．要求水準書の構成 （要求水準書の標準的な構成、留意点等を提示）

Ⅴ．要求水準書作成プロセス （作成プロセス、ＰＦＩ検討の前段階での検討事項、要求水準書・モニタリング指標、支払メカニズムの一体的な検討、実施体制等を提示）

Ⅵ．分野別及び横断的留意事項と規定例
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１－２１－２ より透明性が高く民間の創意工夫が生かせる入札プロセスの実現より透明性が高く民間の創意工夫が生かせる入札プロセスの実現

（１）透明性の確保

（２）対話方式の充実

（３）より民間の創意工夫が生かせる入札プロセス
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（１）透明性の確保（１）透明性の確保

【審査方法】
１．専門性の高い審査事項について、専門家による審査等、
適切な審査プロセスの確保
２．審査の効率性・実効性を確保するため、十分な審査時間
の確保、応募者による事業提案の要約版提示等

審査委員会による審査方法に
ついて見直すべきとの意見

○「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」（平成13年1月22日）改定（平成19年6月29日）のポイント

【日本でのGood Practiceの例】 【英国におけるデブリーフィングの例】

概要発注者事業名

稲城市

東京都

国土交通
省

落札者が決定した後、ア
ドバイザリーから非落札
者に対して評価された点、
評価されなかった点に関
する説明を実施。

多摩広域基幹病院
（仮称）及び小児総
合医療センター（仮
称）整備等事業

審査講評の公表後に、
講評内容についての説
明会（意見交換を含む）
を実施。

落札者が決定した後、ア
ドバイザリーから各応募
者（落札者、落選者の両
方）に対して評価された
点、評価されなかった点
に関する説明を実施。

（仮称）新文化セン
ター整備運営事業

航空保安大学校本
校移転整備等事業

出典：Procurement Policy（英国保健省）より作成

デブリーフィングを行う目的、意義

応募者が、提案内容のよかっ
た点、改善が必要な点を理解し、
学習する。

発注者が、要求水準書等の
問題点の指摘を受け、改善の
機会となる。

将来の事業におけるVFM向上に資する

対象

非落札者、落札者の

両方（落札者の提案

にも改善すべき点が

あるため）

実施に際しての留意点

他の応募者の提案に関する
情報は一切用いない。（X社
と比べてYの点がよかった、

という比較情報も不可）

デブリーフィングに関するルール

説明の方法

・対面

・口頭（書面による情

報提供は不可）

○非落札者への対面説明の奨励
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（２）対話方式の充実（２）対話方式の充実

○PFI関係省庁連絡会議幹事会申合せ（平成18年11月22日）の概要

背 景

１．病院や刑務所のよ
うに、運営の比重が
高く、発注者のみの
能力で要求水準を作
成することが困難な
事業の出現

２．平成17年PFI法改正
附則第3条に基づく民
間事業者との対話の
在り方、段階的な事
業者選定の在り方等
の検討の必要性

３．欧州における競争
的対話方式の導入の
状況

基本的考え方 ポイント

発注者のみの能力では要求水準書等を作成することが困難な事業につい
ての適用を想定。適用するか否かは発注者の判断にゆだねられている。

対

象

事

業

絞込みについての一定のルール及び例について示している。

一定の基準により点数評価、最低３者程度が妥当等。

マネジメント能力等の実質的な能力に関しての資格審査を行い、絶
対評価基準に満たない応募者を欠格とした事例につき例示。

段

階

的

審

査

対話は実施方針公表後、入札公告前でも可。また入札公告前に対話を行
い要求水準を修正することを推奨。

必要に応じて、応募者ごとの対面での口頭による対話も可。

公平性の確保等につき、具体的な留意点を提示。

対

話

落

札

者

決

定

後

の

変

更

落札者決定前に対話を行うことにより、落札後の変更を最小化する必要
性あり。

あわせて落札後の応募条件等の変更が可能となる「競争性の確保に反
しない場合」につき例示。

応

募

者

が
発

注

者

の
意

図

を

明

確

に

把

握

し
て
提

案

す

る

た
め
に
は
、

十

分
な

意
思

の
疎

通
＝

対
話

が
必

要
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対面での対話（応募者別説明会等）

質疑回答（書面）

入札

入札書類の審査

概要提案等による事前資格審査・競争参加資格の確認

要求水準書等の公表、民間事業者との対話・修正

入札書類の審査

EUにおける競争的対話方式 ＰＦＩ関係省庁連絡会議幹事会申合せに示された手順の例

EU官報での公告

対話の終了宣言・最終入札書の提出要請

事前資格審査・参加者の選定・招請

落札者の決定

契約の締結

最終入札

対話

実施方針の公表

１
～

３
回

程

度

入札公告

資格審査における概要提案の評価結果の説明

質疑回答（書面）

落札者の決定

契約の締結

ＥＵにおける競争的対話方式と平成18年11月の申合せに示された考え方の比較



2626

（３）より民間の創意工夫が生かせる入札プロセス（３）より民間の創意工夫が生かせる入札プロセス

代替提案の採用理由

・行政サービスの効率性の向上

・長期で評価した場合のbetter valueが期待可能

・土地の売却益の増大（VFM向上要素）

※交渉方式による公募プロセスの中で、応募者は

代替提案のメリット等を十分に説明できるため、

要求水準を大きく逸脱する代替提案を行うことが

可能になる。

老朽化した本庁舎（複数箇所に立地）

要求水準（公共案）：一部改修による順次建替え
採用された代替提案：
一箇所に庁舎
施設を集中して
新築する案

英国バリアントビッドの事例（内務省本庁舎の建替え事業）

バリアントビッドとは

リファレンスビッド（Reference Bid）

発注者の提示した要求水準に基づく提案

バリアントビッド（Variant Bid）

ＶＦＭがより高まるように要求水準書を見直した応募者独自の提案
収支構造やリスク分担の変更を伴うものも可能

応募者の提案書類

必ず提出

提出が奨励
（提出しなくてもよい）

バリアントビッドの評価

リファレンスビッド バリアントビッド

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ａグループ Ｃグループ① Ｃグループ②

収支やリスク分担の変更を調整した後のＶＦＭを比較

○英国ＰＦＩ事業で実施されているバリアントビッドの概要




